
 

令和6年第14回 教育委員会会議 定例会 会議録 
 

1 日時  令和6年10月18日(金) 14時05分～14時17分 

 

2 場所  教育委員会会議室 

 

3 出席者 

教育長 桑原昭佳 

委 員 上田敬子（議長）、大隈恵子、髙石双樹、安永卓生 

事務局職員 

教育部長(山田哲史)、教育総務課長(梶原康治)、学校教育課長(吉村浩一)、 

学校教育課長補佐(岡松賢吾、平田隆輔、栗原美紀、有吉ひろみ)、学校給食課長(宮本敏行)、 

生涯学習課長(中村達也)、生涯学習課長補佐(石川律子)、文化課長(瀬尾善忠)、 

文化課文化財保護推進室長(渡邊淳) 

 

書 記 

教育総務課総務係長(大久保恵子)、教育総務課総務係員(湯浅美穂) 

 

4 案件 

(1) 議決事項 

議案第34号 飯塚市庄内生活体験学校条例施行規則の一部を改正する規則 

議案第35号 飯塚市立図書館利用者登録及び利用者カードに関する取扱要綱を改正する告示 

議案第36号 飯塚市学校運営協議会委員の任命 

 

(2) 報告事項 

報告第29号 令和6年第3回飯塚市議会定例会の結果について 

報告第30号 令和6年度飯塚市奨学資金貸付審議会に係る諮問及び答申について(補助執行事務) 

 

(3) 協議事項 

① 教育行政について    

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

教育長                    
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◆令和6年第14回教育委員会会議 定例会 会議録 

(開催日時：令和6年10月18日(金) 14時05分～14時17分) 

 

○上田委員 

ただいまより令和6年第14回教育委員会会議 定例会を開会いたします。 

  

■議案第34号 飯塚市庄内生活体験学校条例施行規則の一部を改正する規則 

 ≪説明：生涯学習課長(中村達也)≫ 

 議案第 34 号「飯塚市庄内生活体験学校条例施行規則の一部を改正する規則」についてご説明いたしま

す。 

議案書１ページをお願いいたします。現在、指定管理者に管理を行わせております飯塚市庄内生活体

験学校につきまして、休館日の一部変更を行うほか、教育委員会又は指定管理者のいずれによっても管

理することができるようにするため、飯塚市庄内生活体験学校条例の一部を改正する議案を令和 6年第 3

回飯塚市議会に上程しておりましたが、議案が可決されました。これに伴いまして飯塚市庄内生活体験

学校条例施行規則の一部を改正するために、本案を提出するものでございます。 

改正内容といたしましては、教育委員会又は指定管理者のいずれによっても管理することができるよ

うにするため条文を整理するものでございます。 

以上、簡単ではございますが飯塚市庄内生活体験学校条例施行規則の一部を改正する規則について、

説明を終わらせていただきます。 

(原案可決(全会一致)) 

 

■議案第35号 飯塚市立図書館利用者登録及び利用者カードに関する取扱要綱を改正する告示 

 ≪説明：生涯学習課長(中村達也)≫ 

議案第 35号「飯塚市立図書館利用者登録及び利用者カードに関する取扱要綱を改正する告示」につい

てご説明いたします。 

 議案書 4ページをお願いいたします。本要綱は、飯塚市立図書館利用者登録及び利用者カードに関す

る事項を定めているものでありますが、この度、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の成立により、令和 6年 12月 2 日から、現行の被保険者

証が発行されなくなることを受け、例規や飯塚市ホームページに記載のある「被保険者証」や「資格証

明書」等の文言を「資格確認書等」へ改正する必要があるため、本案を提出するものでございます。 

従いまして、「飯塚市立図書館利用者登録及び利用者カードに関する取扱要綱」第 2条に規定しており

ます「健康保険証」の文言を、「資格確認書等」へ改正するものでございます。 

以上、簡単ではございますが、飯塚市立図書館利用者登録及び利用者カードに関する取扱要綱を改正

する告示について、説明を終わらせていただきます。 

 (原案可決(全会一致)) 

 

■議案第36号 飯塚市学校運営協議会委員の任命 

 ≪説明：学校教育課長(吉村浩一)≫ 

 議案第 36 号「飯塚市学校運営協議会委員の任命」についてご説明いたします。 

 議案書 6ページをお願いいたします。提案理由といたしましては、飯塚市学校運営協議会規則第 3条



2 

第 1 項の規定に基づき、学校運営協議会を設置する学校として、飯塚市立飯塚第一中学校が新規指定を

受けたことに伴い、同規則第 6条の規定に基づき、同校の学校運営協議会委員を任命するため、飯塚市

教育長に対する事務委任規則第 2条第 1項第 12号の規定に基づき、本案を提出するものです。 

議案書 7ページには、今回任命する委員名簿を掲載しております。委員の任期は、令和 6年 11月 1日

から令和 8年 3月 31 日までとなっております。 

なお、今回の議案を以て、市内全ての小中学校に、学校運営協議会が設置されることとなります。 

以上、簡単ではございますが、議案第 36 号についての説明を終わります。 

 

〇高石委員 

 今説明がありましたように、市内全ての小中学校にコミュニティースクールが設置されたこと嬉しく

思います。 

今後、地域の方々のご協力のもと、コミュニティースクールの当初の目的である、学校教育を更に充

実させるためにも、それぞれの小中学校で根差した地域の運営委員を通じて、広く保護者の声も反映さ

れるような特色あるコミュニティースクールを継続し運営していってほしいと思います。 

(原案可決(全会一致)) 

 

■報告第29号 令和6年第3回飯塚市議会定例会の結果について 

≪説明：教育部長(山田哲史)≫ 

報告第29号「令和6年第3回飯塚市議会定例会の結果」につきましてご報告させていただきます。議案

書の8ページをお願いいたします。 

令和6年第3回飯塚市議会定例会が、令和6年9月3日から令和6年9月26日までの16日間開催されました。

そのうちの教育委員会関係の報告を次の9ページに掲載しております。 

9ページをお願いいたします。1の議案についてですが、議案第74号「飯塚市庄内生活体験学校条例の

一部を改正する条例」、そして議案第82号「指定管理者の指定(飯塚市庄内生活体験学校)」について提案

し、いずれも原案どおり可決をされています。 

次に、2の一般質問事項につきましては、資料に記載の通り、3名の議員からそれぞれご質問がござい

ました。 

詳細につきましては、市議会会議録を後日配布させていただきますので、その折にご確認いただきま

すようお願いいたします。 

以上、簡単ではございますが、報告を終わります。 

 

■報告第30号 令和6年度飯塚市奨学資金貸付審議会に係る諮問及び答申について(補助執行事務) 

≪説明：教育総務課長(梶原康治)≫ 

報告第30号「令和6年度飯塚市奨学資金貸付審議会に係る諮問及び答申について(補助執行事務)」ご報

告いたします。 

 議案書の10ページをお願いします。報告の理由としましては、飯塚市奨学資金貸付対象者について、

奨学資金貸付審議会より市長に対し、答申があったため報告するものでございます。 

奨学生の募集につきましては、高校等区分10人、大学等区分20人として、令和6年7月1日から7月31日

までの期間、市報および市のホームページ、SNS等への掲載、また、市立中学校・飯塚市、嘉麻市、桂川

町内にある県立・私立の中学校、高等学校、短期大学、大学を訪問し、チラシの設置依頼をお願いする
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など、周知をいたしました。 

奨学生候補として、高校等区分15人、大学等区分25人の応募がありましたので、令和6年9月12日に奨

学生の選考について諮問し、奨学生の資格を調査するとともに、奨学生採用の順位を決定するため、9月

1日と9月5日に小論文試験を行っております。 

この小論文試験結果を踏まえ、令和6年9月30日に審議会を開催し、答申結果のとおり、採用者、不採

用者（採用次点）を決定しています。 

なお、不採用の理由につきましては、記載のとおりです。 

最終的な奨学生の決定につきましては、学校に在学していることが資格条件となっていますので、来

年4月に在学証明書を提出して頂くことによって、奨学生として必要な資格を備えたことを確認いたしま

す。 

以上、報告を終わります。 

 

■教育行政について 

 (継続審議) 

 

○上田委員 

以上をもちまして、本日の全ての議題の審議は終了いたしました。 

これをもちまして、令和6年第14回教育委員会会議 定例会を閉会いたします。 

なお、次回定例会につきましては、令和6年11月18日（月）11：00からです。 


